
裏面



事業者のみなさまへのお願いごと 
 

 

 

①「徳島県がん検診受診促進事業所」の登録について 

「徳島県がん征圧共同宣言」の趣旨にご賛同いただき、 

県と一緒に、「がん検診」に関する啓発活動に取り組んで 

いただける事業所、団体等を募集しています！ 

「従業員や関係者へのがん検診の受診促進」や、「がん検診を 

受診しやすい環境の整備」などに取り組んでいただける場合は、 

「徳島県がん検診受診促進事業所」のご登録をお願いします。 

 

 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kenko/2009120200053/ 

②「徳島県がん検診受診体制整備奨励金」の活用について  

 従業員等が「がん検診」を受けやすい体制整備を行った県内事業者に対して、 

奨励金を支給しますので、ご活用ください！ 

 

【支給対象】 「徳島県がん検診受診促進事業所」に登録し、 

  かつ①～③の取組のいずれか１つ以上を新たに実施する事業者 

① がん検診を受診するための特別休暇又は勤務扱いとする制度の新設 

        ② 従業員ががん検診を受診する際の費用の一部負担 

        ③ 定期健康診断の項目へのがん検診の検査項目の追加 

 【支 給 額】 ①～③を利用してがん検診を受診した従業員１人あたり 5,000 円相当 

  上限額：２５万円 

【募集期間】 令和７年９月中旬頃（予定）～令和７年１２月２６日（金） 

 

 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kenko/7305269/ 

③「がん検診」に関するアンケート調査について  

 県内事業者における「がん検診」の実施状況等を把握したいので、 

以下のとおりアンケート調査を行います。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

【回答期限】令和７年８月２９日（金） 

【所要時間】１分程度 

https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14692 

徳島県 保健福祉部 健康寿命推進課 がん・疾病対策担当（TEL：088-621-2999） 

詳細はこちらから！ 

登録はこちら

回答はこちらから！ 

徳島県 がん検診受診促進事業所 

徳島県 がん検診奨励金 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kenko/2009120200053/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kenko/7305269/
https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14692

